
低入札価格調査制度の改正について

建設業が「地域の守り手」の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制にも対応しつつ、処遇改善等に取り組む必要があるため、茨城県

土木部では、低入札価格調査制度の一部を改正し、令和６年４月１日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用することとしました。

低入札価格調査では、労務費についてより詳細に調査することとし、また、調査表の提出を辞退できることとしました。

要領、様式等は、建設業担当ホームページ（https://kennsetugyou-ibaraki.jp/low_price_survey/）をご確認ください。

以下に低入札価格調査のフローを示します。
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